
令和6年8月22日 

令和6年度一般会計補正予算（第 2号） 

番号 ７ 

事業名 休日夜間応急診療所管理運営事業費 

予算額（主な支出） 944千円（広告料440千円他） 

特定財源 なし 

事業の概要 

令和７年度における「松阪市休日・夜間応急診療所（春日町一丁目 19番地）」の小

児科診療に執務する小児科医師を（地区医師会会員以外から）公募し、地区医師

会と共に持続可能な小児科一次救急医療体制を図る。 

（募集対象：令和７年度の日祝日等（年間71日）の内、35日） 

 

【事業費】944千円（広告料440千円他） 

公募にかかる周知・ＰＲ費用、面接・研修等にかかる費用 

 

【広報・PR方法】 

記者会見、広報まつさか、市ホームぺージ、三重県医師確保プロジェクト 

おいないねっと三重、医師求人サイト等 

 

【公募内容】添付資料参照 

 

事業の背景など 

「松阪市休日・夜間応急診療所」については、松阪地区医師会に執務医師の配置

及び診療を委託しているが、近年、小児科医師の高齢化等にともない、これま

で同様に執務することが難しくなってきている。 

このような状況を受け、休日・夜間応急診療所で執務いただく小児科医師に

ついて、地区医師会会員以外から公募を行う。 

目的・効果など 
休日・夜間における小児科の一次救急医療体制を維持し、市民生活の安全・安心

を図る。 

事業スケジュール 

Ｒ6.11～ 公募開始 

Ｒ7.3～  契約 

Ｒ7.4～  執務開始 

添付資料 あり 

備考 なし 

担当課 健康福祉部 健康づくり課  電話31-1212 



 

■公募内容（予定） 

 

項目 内容 

職種 休日夜間応急診療所医師（小児科） 

業務内容 松阪市休日・夜間応急診療所の小児科一次救急診療 

執務期間・日 

令和7年4月 1日から令和8年3月31日までの日祝日、年末年始等、 

計 71日の内、35日（応募医師の執務可能日による）。 

表１参照。該当日の中で応募者が執務可能な日（1回以上、上限35回） 

人数 

制限なし。 

※松阪地区（松阪市、多気町、明和町、大台町）の医療機関で勤務等している医師は

除く。 

※三重県内で開業している医師（開業医）は除く。 

必要な免許・資格等 医師免許、0歳児からの小児科一次救急診療業務が可能なこと 

勤務時間 9時～12時及び 14時～17時 

基本給（報償費） 
①114,000円/回 ②145,900円/回 ③184,600円/回  

※表１の区分（①～③）による。 

赴任手当 
①30,000円/回 ②40,000円/回 ③60,000円/回 

※表１の区分（①～③）による。 

交通費 あり ※必要な場合(基準に基づく) 

宿泊費 あり ※必要な場合（基準に基づく） 

 

 

表１ 

 

区分１ 区分２（35日） 執務日（募集日） 

①  日祝日（10日） 日曜日及び下記以外の祝日の内 10日 

②  
連休（18日） 

5 月 6日 

7月 20日･21日 

8 月 10日･11日 

9 月 14日･15日 

10月 12日･13日 

11 月 2日･3日･23日･24日 

1 月 4日･11日･12日 

2月 22日･23日 

ＧＷ(5/3～5/5) （3 日） 5 月 3日･4日･5日 

③  年末年始(12/31～1/3) （4 日） 12 月 31日､1月 1日･2日･3日 


